
東御市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定について

１ 計画策定の根拠

市町村は、老人福祉法第 20条の８に基づく老人福祉計画及び介護保険法第 117条に基づく介護保険
事業計画を一体のものとして策定することが義務付けられており、本市では「高齢者福祉計画・介護保

険事業計画」をこれに位置付けています。

このたび、令和２年度をもって「高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」の計画期間が満了とな

ることから、令和３年度から５年度までの３年間を計画期間とする第８期計画を策定します。

２ 第８期計画の位置付け

介護保険制度においては、いわゆる団塊の世代全てが 75歳以上となる令和７年（2025年）を見据
え、第６期計画（平成 27年度～29年度）では、地域包括ケアシステム（医療、介護、介護予防、住ま
い及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制）の構築、第７期計画においては、自立支

援・重度化防止に向けた取組等による地域包括ケアシステムの深化・推進を図ってきました。

令和７年が近づく中で、さらにその先を展望すると、いわゆる団塊ジュニア世代が 65歳以上となる
令和 22年（2040年）に向け、総人口・現役世代人口が減少する中で高齢者人口がピークを迎えると
ともに、介護ニーズの高い 85歳以上人口が急速に増加することが見込まれます。また、世帯主が高齢
者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、介護サービス需要がさ

らに増加・多様化することが想定される一方で、現役世代の減少により高齢者を支える人的基盤の確

保も課題となっています。

第８期計画では、こうした諸般の課題と第７期計画の達成状況を踏まえた上で、引き続き令和７年

を見据えた地域包括ケアシステムの段階的構築を進めるとともに、令和 22年を見据えた介護サービス
基盤を計画的に整備することにより、高齢者が住み慣れた地域の中で自分らしい生活を継続できる地

域社会の実現を目指します。

３ 第８期計画において記載を充実する事項（国の基本指針（案）より）

介護保険法において、厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めることとされており、この基本指針は市町村が計

画を定める際のガイドラインの役割を果たしています。

第８期計画に関する基本指針（案）においては、以下の７点が主要なポイントになります。

団塊の世代が 65歳 団塊の世代が 75歳

2015年（平成 27年） 2025年（令和 7年）

第６期計画 第７期計画 第８期計画 第９期計画

H27～H29年度 H30～R2年度 R3～R5年度 R6～R8年度
（2015～2017年度） （2018～2020年度） （2021～2023年度） （2024～2026年度）

〈2025年までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築〉

2040年（令和 22年）

団塊ジュニア世代

が 65歳
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【第８期基本指針のポイント】（※詳細については、本資料 P４ 参照）

①2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備

②地域共生社会の実現

③介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）

④有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化

⑤認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進

⑥地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化

⑦災害や感染症対策に係る体制整備

計画の記載事項

基本的記載事項（必須）

１ 日常生活圏域

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

（一）各年度における介護給付対象サービスの種類ごとの量の見込み

（二）各年度における予防給付対象サービスの種類ごとの量の見込み

３ 各年度における地域支援事業の量の見込み

（一）総合事業の量の見込み

（二）包括的支援事業の事業量の見込み

４ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等の予防又は軽減若しくは悪化防止、

介護給付等の適正化への取組及び目標設定

（一）被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護

状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組及び目標設定

（二）介護給付の適正化への取組及び目標設定

任意記載事項

１ 地域包括ケアシステム構築のための重点的に取り組むことが必要な事項

（一）略

（二）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 【新設】

（三）～（五）略

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

（一）～（四）略

３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策

（一）～（四）略

４ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に

資する事業に関する事項 【新設】

５ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する事項

（一）～（三）略

６ 認知症施策の推進 【新設】

７ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅の入居定

員総数 【新設】
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４ 来年度以降の制度改正

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が令和２年６月５日に成立し

ました。改正法は、①地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制

の構築の支援、②地域の特性に応じた認知症施策や介護サービスの提供体制の整備等の推進、③医療・

介護データ基盤の整備の推進、④介護人材確保及び業務効率化の取組の強化などが主な内容とされて

います。

〈詳細については、本資料 P５～７ 参照〉

５ 第８期計画の策定スケジュール

〈本資料 P８ 参照〉

８ 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項

９ 市町村独自事業に関する事項

（一）（二）略

（三）一般会計に関する事項 【新設】

10 療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項

11 災害に対する備えの検討 【新設】

12 感染症に対する備えの検討 【新設】
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年 月 介護保険運営協議会 市民意見の聴取等 市

11月

●高齢者等実態調査（アンケート）

12月

1月

●高齢者等実態調査集計・分析

2月

3月

4月
●在宅生活改善調査

5月

●事業所への聞き取り

　　　　・現場の皆さんに対して要望聴取

6月 ●民生児童委員との懇談会（ＷＧ）

7月

●事業所への施設整備要望調査

　　　　・認定者数、給付実績等の分析

8月

●8/24　第１回運営協議会（課題の把握、分析等）

●第１回サービス見込量の推計

9月 　　　　・県によるヒアリング

10月

●第２回サービス見込量の推計

　　　　・施設整備の圏域内調整

11月
●第２回運営協議会（事業計画素案の提示）

　　　　・事業計画素案作成
        ★運営協議会へ諮問

12月 ●パブリックコメント

　　　　・庁議で説明
　　　　・全協で説明
　　　　・介護報酬改定案の決定（国）
●第３回サービス見込量の推計

1月
●第３回運営協議会（計画案の協議・決定）
★市への答申

　　　　・保険料案決定
　　　　・介護保険条例一部改正案作成

2月

◎介護保険条例一部改正案を市議会へ提案

3月

●計画概要の広報

4月

※国・県からの計画策定ツールの提供時期により、会議の開催時期を変更する場合があります。

高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定スケジュール

第８期介護保険事業計画（３年度～５年度）開始

令
和
元
年

令
和
３
年

令
和
２
年
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